
2020年 7月 31日 

 

 

課外活動団体 各位 

 

 

一橋大学 学生支援課 

 

 

課外活動団体の活動再開について 

 

 

 現在、一橋大学では、新型コロナウイルス感染症拡大の防止を最優先に考え、インターネ

ットを活用したオンライン授業・研究活動を原則とし、可能な限りキャンパスの施設利用を

避けることとなっています。その方針に基づき、感染拡大の発生を防止する観点からも、課

外活動については、延期または自粛としてきたところです。 

しかしながら、課外活動を再開する必要がある場合には、十分な感染対策を講じたうえで

所定の手続きをすれば、再開の可否を検討します。 

 

 

 課外活動再開を希望する場合、以下の資料を熟読のうえ、内容に従って手続きしてくださ

い。 

 なお、手続きの詳細については、各課外活動団体の連絡担当者にお知らせします。 

  ●課外活動再開の活動指針 

  ●手続きの流れ 

 

 オンライン以外の活動について、活動再開申請をせずに実施したことが発覚した場合、活

動停止等の処分も含め、大学として厳正に対処します。 

 

 今後の感染状況によっては、急遽、内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


